
別添 

Ⅰ 改正の概要 

 

○ 法定耐用年数及び資産区分の見直し 

平成 20 年度税制改正において、機械及び装置の耐用年数表について日本標準産業分類の中分類

を基本とした資産区分の整理が行われ、55 区分(改正前は 390 区分)とされるとともに、各資産に係

る法定耐用年数が見直され、耐用年数省令の別表の改正が行われました(改正後の各資産に係る耐

用年数表については、「Ⅲ 耐用年数表」を参照。)。 

また、この改正に伴い、以下のとおり規定が整備されました。 

なお、これらの改正は、平成 21 年分の所得税から適用されます(改正耐規附則２、改正所規附則４①)。  
 

⑴ 減価償却資産の範囲の見直し 

減価償却資産の範囲に、キウイフルーツ樹及びブルーベリー樹が新たに追加されました(所令

６九ロ)。 

 

⑵ 減価償却資産の償却の方法の選定単位に関する経過措置 

減価償却資産の償却の方法の選定単位は、原則として、耐用年数省令の別表に定められている

種類ごとに選定することとされていることから、異なる区分の減価償却資産が一区分に括られた

場合について、次の経過措置が設けられました(改正所規附則４)。 

イ 異なる旧区分に属する減価償却資産について同一の償却方法を選定している場合 

平成 21 年分の所得税について、異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方

法を選定している場合において、その異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属

することとなったときは、その同一の新区分に属することとなった減価償却資産につきその同

一の償却の方法を選定したものとみなすこととされました(改正所規附則４②)。 

 

             

 

 

 

 

 

 

          旧区分                新区分 

   

 

 

 

 

※ 再度、償却の方法を選定して届出をする必要はない。 

償却方法Ａ 

 

 

区分２： 

償却方法Ａ 

区分１： 

償却方法Ａ 

 

ロ 異なる旧区分に属する減価償却資産について異なる償却方法を選定している場合 

平成 21 年分の所得税について、異なる旧区分に属する減価償却資産につき異なる償却の方

法を選定している場合において、その異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属

することとなった場合において、平成 21 年分の所得税に係る確定申告期限までに一定の事項

を記載した届出書(手続上は「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」(P35 参照)

を提出することとなります。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その変更承認があ

ったものとみなすこととされました(改正所規附則４③)。 

なお、平成 21 年分の所得税に係る確定申告期限までに、償却の方法の変更をしなかったと

きは、その新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選択しなかったものとみなして、

法定償却方法により償却することとなります(改正所規附則４④)。 
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        旧区分                新区分 

 

 

 

 

 

※ 同一の区分に属することとなったため、償却方法はＡ又はＢいずれかに統一する。

※ 平成 21 年分の所得税に係る確定申告期限までに届出
．．

が必要(届出がない場合には

法定償却方法により償却。)。 

 

償却方法：Ａ又はＢ 

（いずれかに統一） 
区分２： 

  償却方法Ｂ 

区分１： 

  償却方法Ａ 

※１ 「旧区分」とは、改正前の耐用年数省令別表第一、第二又は第五から第八までの規定に基

づく改正前の所規第 28 条各号に定める種類の区分をいいます。また、２以上の事業所又は

船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業

所又は船舶ごとのその区分をいいます(改正所規附則４⑤一)。 

※２ 「新区分」とは、改正後の耐用年数省令別表第一、第二、第五又は第六の規定に基づく改

正後の所規第 28 条各号に定める種類の区分をいいます。また、２以上の事業所又は船舶を

有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所

又は船舶ごとのその区分をいいます(改正所規附則４⑤二)。 

 

⑶ 耐用年数の短縮が認められる事由の整備 

青色申告書を提出する個人の有する減価償却資産について、一定の手続きの下、耐用年数の短

縮特例が認められる次の事由の判断については、改正前の耐用年数省令を基に判断することとさ

れました(所令 130①六、所規 30 一、二)。 

イ 耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべき減価償却資産の構成

が、その耐用年数を用いて償却費の額を計算すべき同一種類の他の減価償却資産の通常の構成

と著しく異なることにより、その資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと

又は短いこととなったこと。 

ロ その資産が機械及び装置である場合において、その資産の属する設備が耐用年数省令別表第

二に特掲された設備以外のものであることにより、その資産の使用可能期間が法定耐用年数に

比して著しく短いこと又は短いこととなったこと。 

 

⑷ 償却費の額の計算単位の整備 

減価償却資産の償却費の額については、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分ご

とに、その資産の種類についてさらに構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められ

ているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分ごとに、かつ、耐用

年数及び償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、その償却の方法により計算し

た金額とすることとされています。また、２以上の事業所を有する個人で、事業所ごとに償却の

方法を選定している個人については、事業所ごとのこれらの区分ごとに償却費の額を計算するこ

ととされています(旧所規 32、所規 33①)。 

機械及び装置の種類の区分に該当する減価償却資産の償却費の額の計算については、今回の改

正にかかわらず、旧耐用年数省令の設備の種類の区分ごとに計算することができることとされま

した(所規 33②)。 
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Ⅱ 質疑応答 

 

(別表第二・適用関係) 

問１ 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の資産区分が日本標準産業分類の中分類を基本とした資

産区分に整理され、「設備の種類」の名称が「○○業用設備」と規定されましたが、個々の「機械

及び装置」が別表第二に掲げる「設備の種類」のいずれに該当するかは、個人がどのような業種

を営んでいるかにより、「設備の種類」を判定するのでしょうか。 

〔答〕 

機械及び装置の資産区分が日本標準産業分類の中分類を基本とした資産区分に整理されたため、設

備の種類の名称が「○○業用設備」と規定されています。 

しかし、基本的には、個人の営む業種で判断するのではなく、その設備がどの業種用の設備に該当

するかにより判定することとなります(所法 49①)。 

例えば、食料品製造業を営む個人が印刷設備を取得した場合、その設備は、「印刷業又は印刷関連

業用設備」に該当することとなります。 

 

 

(別表第二・改正新旧) 

問２ 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)について、改正前の資産区分は、改正後のいずれの資産

区分に属しますか。 

〔答〕 

「Ⅳ 参考」の「別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対照表」を参照し

てください。 

 

 

(償却費の計算・定率法・定額法) 

問３ 法定耐用年数が改正された減価償却資産について、改正前の法定耐用年数が 10 年、改正後の法

定耐用年数が８年である場合(平成 20 年１月に取得した機械装置とする。)、平成 21 年分の減価

償却費の額の計算方法はどのようになりますか。 

〔答〕 

新しい法定耐用年数は、平成 21 年分の所得税から適用されます。 

したがって、減価償却費の額を新しい法定耐用年数による償却率により計算することとなります。 

なお、具体的な計算方法は次のとおりです。 

【定額法によっている場合】 

年分 
償却の基礎になる金額 

(取得価額) 

耐用

年数 
償却率 減価償却費 期末未償却残高

 

20 

円 

1,000,000  

年

10 

 

0.100 

円

100,000 

円

900,000 

21 1,000,000  ８ 0.125 125,000 775,000 

22 1,000,000  ８ 0.125 125,000  650,000 



【定率法によっている場合】 

年分 

 
償却の基礎になる金額 

取得  前年までの減価 

価額  償却 の累計額 費 

耐用

年数 
償却率 減価償却費 期末未償却残高

 

20 

円 

1,000,000  

年

10 

 

0.250 

円

250,000 

円

750,000 

21 750,000  ８ 0.313 234,750 515,250 

22  515,250  ８ 0.313 161,274 353,976 

－

 

 

(改正後の耐用年数を超えて使用する減価償却資産の償却費の計算) 

問４ 平成 12 年４月に「木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備」を取得し、旧定額法により減

価償却費の計算をしていますが、その耐用年数が 10 年から８年に短縮されたことに伴い、平成 20

年末において既に改正後の耐用年数を経過しているときは、平成 20 年末の未償却残高を一括して

平成 21 年分の必要経費に算入してよいのですか。 

〔答〕 

旧定額法による減価償却費の計算は、償却の基礎になる金額に耐用年数に応じた償却率を乗じて求

めることとされており、前年分までの各年分においてした減価償却費の累積額が取得価額の 95％相当

額に達するまでは、たとえ改正後の耐用年数を経過した年分であっても、改正後の耐用年数に応じた

償却率を用いて算出された金額が減価償却費となります。 

また、前年分までの減価償却費の累積額が取得価額の 95％相当額に達している場合には、その達し

た年分の翌年以後５年間で１円になるまで均等償却することとされています。 

したがって、質問の場合、平成 21 年分以後の減価償却費の計算は、改正後の耐用年数を経過して

いるかどうかにかかわらず、改正後の耐用年数(８年)に係る償却率(0.125)で行うことになりますの

で、平成 20 年末における未償却残高を一括して平成 21 年分の必要経費とすることはできません。 

 

 

(中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合) 

問５ 平成 19 年６月に中古の「デジタル印刷システム設備」を取得し、次のとおり、簡便法により算

定した耐用年数を適用しています。この設備の法定耐用年数が10年から４年に短縮されましたが、

この設備の耐用年数を簡便法により再計算することはできるのでしょうか。 

  ・ 法定耐用年数 旧別表第二「75 印刷設備」の 10 年 

  ・ 取得時の経過年数 ２年 

  ・ 簡便法により計算 (10 年－２年) ＋ (２年×20％) ＝ 8.4 年 → ８年 

〔答〕 

中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数はその事業の用に供した時以後の

使用可能期間として見積もられる年数によることができることとされていますが(耐用年数省令３①

一)、その年数を見積もることが困難なものについては、次の区分に応じ、それぞれ次の年数(その年

数が２年に満たないときは、２年)によることができるという「簡便法」が認められています(耐用年
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数省令３①二)。 

① 法定耐用年数の全部を経過した資産 ： その資産の法定耐用年数の 20％に相当する年数  

② 法定耐用年数の一部を経過した資産 ： その資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、

経過年数の 20％に相当する年数を加算した年数  

また、中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合において、その後その資

産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の耐用年数省令の規定が適用される最初の年分

において、改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することが認め

られています（耐用年数通達１－５－７）。 

(注)  この場合の再計算において用いられる経過年数はその中古資産を取得したときにおける経過

年数によることとなります。  

したがって、質問の場合、改正後の耐用年数省令の規定が適用される最初の年分である平成 21 年

分において、次のとおり耐用年数を簡便法により再計算することができます。 

・ 法定耐用年数 別表第二「７ 印刷業又は印刷関連業用設備」の「デジタル印刷システム設備」の４年  

・ 取得時の経過年数 ２年  

・ 簡便法による計算 (４年－２年) ＋ (２年×20％) ＝ 2.4 年 → ２年  

 

 

(短縮特例制度との関係) 

問６ 食料品製造業を営む個人の有する鶏卵処理加工設備については、平成 20 年度税制改正によりそ

の耐用年数が従来の８年から 10 年に延長されることとなりました。耐用年数の短縮制度の適用に

より、従来どおり８年の耐用年数を適用することは認められますか。  

〔答〕 

耐用年数の短縮制度とは、減価償却資産について、法令で定められた短縮事由のいずれかの事

由によって、その資産の実際の使用可能期間がその資産の法定耐用年数に比べて著しく短くなる

場合(おおむね 10％以上短くなる場合をいいます。)に、あらかじめ納税地を所轄する国税局長の

承認を受けることにより、その資産の使用可能期間を耐用年数として、早期に償却することがで

きるという制度です。 

法令で定められた短縮事由は次のとおりです(所令 130①、所規 30)。  

① 種類等を同じくする他の減価償却資産の通常の材質等と著しく異なること。  

② その資産の存する地盤が隆起又は沈下したこと。  

③ その資産が陳腐化したこと。  

④ その資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐しょくしたこと。  

⑤ その資産が通常の修理又は手入れをしなかったことに基因して著しく損耗したこと。  

⑥ 同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。  

⑦ その資産が機械及び装置で、耐用年数省令別表第二に特掲された設備以外のものであること。  

⑧ その他上記①～⑦に準ずる事由      

平成 20 年度税制改正により耐用年数が従来の年数よりも延長されたことは上記の短縮事由の

いずれにも該当しません。 

したがって、質問の場合、他に短縮事由に該当する事実がない限り、耐用年数の短縮制度の対

象とはなりません。 



Ⅲ 耐用年数表 

 

別表第二 機械及び装置の耐用年数表 
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別表第四 生物の耐用年数表 
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別表第五 公害防止用減価償却資産の耐用年数表 
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Ⅳ 参考 

別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対照表 
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【所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書】 
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